
毎
月
の
出
退
勤
時
刻
調
査

な
っ
て
い
る
業
務
を
具
体
的

で
は
、
超
勤
が

時
間
超
と

に
減
ら
し
て
い
く
必
要
が
あ

80

な
っ
た
人
に
、
超
勤
の
主
な

り
ま
す
。
池
松
教
育
長
も
、

理
由
を
、｢

部
活
動｣

｢

課
外

春
闘
交
渉
で｢

一
つ
一
つ
業

高
教
組
は
、
各
学
校
で
毎

さ

れ

ま

授
業｣

｢

各
種
試
験｣

｢

校
務
分

務
を
あ
げ
て
、
つ
ぶ
し
て
い

月
集
計
さ
れ
て
い
る
出
退
勤

し
た
が
、

掌｣
｢

担
任
業
務｣

｢

そ
の
他｣

か
な
け
れ
ば｣

と
述
べ
て
い

時
刻
調
査
の
県
立
学
校
全
体

｢

過
労
死

の
中
か
ら

つ
以
内
で
答
え

ま
す
。
高
教
組
は
、
全
教
職

2

で
の
集
計
結
果
を
、

ヶ
月

ラ
イ
ン｣

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

員
を
対
象
に
、
長
時
間
労
働

4

ご
と
に
県
教
委
に
明
ら
か
に

と

さ

れ

集
計
結
果
は
、
県
立
学
校
全

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
業

さ
せ
て
い
ま
す
が
、
昨
年
度

る

超

勤

体
で
は
、最
も
多
い
の
が｢

部

務
、
教
職
員
が
負
担
に
感
じ

の
年
間
集
計
結
果
が

月

が

時

活
動｣

で

・

％
、
次
が

て
い
る
業
務
を
明
ら
か
に
す

4

28

80

47

2

日
に
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

間
超
の
月
が
あ
っ
た
教
職
員

｢

校
務
分
掌｣

で

・

％
、

る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

16

8

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
県
教

の
割
合
は
、
県
立
学
校
全
体

｢

担
任
業
務｣

が

・

％
と

を

～

月
に
実
施
す
る
予

12

5

6

7

委
が

年
度
ま
で
に

％
に

で

・

％
、
全
日
制
高
校

続
い
て
い
ま
す
。
特
に
超
勤

定
で
す
。
具
体
的
な
業
務
削

20

0

38

2

す
る
と
い
う
数
値
目
標
を
設

で
は

・

％
と
な
っ
て
い

の
多
い
全
日
制
普
通
高
校
で

減
の
要
求
を
県
教
委
に
つ
き

56

1

定
し
て
い
る
月

時
間
超
の

ま
す
。

は
、｢

部
活
動｣

・

％
、

つ
け
る
た
め
に
、
多
く
の
教

100

40

4

教
職
員
の
割
合
は

・

％

（
注
）
文
科
省
の
調
査
は
、

｢

校
務
分
掌｣

・

％
、｢

担

職
員
の
声

9

3

17

3

(

前
年
度

・

％)

、

時

昨
年
の

～

月
の
間

任
業
務｣

・

％
と
な
っ

を
結
集
し

9

4

80

10

11

14

2

間
超
は

・

％(

前
年
度

の

週
間
に
つ
い
て
、

て
い
ま
す
。

ま

し

ょ

16

0

1

・

％)

と
、
ほ
と
ん
ど

小
中
学
校
各

校
を
抽

長
時
間
労
働
の
是
正
を
す

う
。

16

0

400

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
文
科

出
し
て
実
施
さ
れ
て
お

す
め
る
た
め
に
は
、
要
因
に

省
が
実
施
し
た
勤
務
実
態
調

り
、｢

過
労
死
ラ
イ
ン｣

査(

注)

の
結
果
に
つ
い
て
、

と
の
比
較
は
、

週
間

1

｢

中
学
校
教
諭
の

割
近
く

の
超
勤
を

倍
し
て
推

6

4

が
過
労
死
ラ
イ
ン｣

と
報
道

計
し
た
も
の
で
す
。

長
時
間
労
働
が
続
け
ば
続

数
が
、

年
度
か
ら
集
計
さ

14

く
ほ
ど
、
健
康
を
害
す
る
こ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

と
は
明
ら
か
で
す
。｢

過
労

年
度
の
集
計
結
果
は
、

16

死｣

に
つ
い
て
の
厚
労
省
の

別
掲
の
通
り
で
す
。

時
間

80

認
定
基
準
は
、｢

～

ヶ
月

超
の
月
が

ヶ
月
以
上
続
い

2

6

2

の
超
勤
の
平
均
が

時
間
以

た
教
職
員
の
人
数
及
び
率

80

上｣

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

は
、
県
立
学
校
全
体
で
は
15

の
よ
う
に
超
勤
が
数
ヶ
月
に

年
度
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、

わ
た
っ
て
続
い
て
い
な
い
か

全
日
制
の
普
通
高
校
で
は
、

を
確
認
す
る
た
め
に
、
高
教

人
数
も
率
も
増
え
て
ほ
ぼ
半

組
が
要
求
し
て
、

時
間
超

数
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
ま

80

の
連
続
月
数
ご
と
の
教
職
員

た
、
全
日
制
の
工
業
高
校
と

商
業
高
校
で
も
、
人
数
・
率

と
も
に
増
加
し
て
お
り
、
事

態
が
悪
化
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
全
て
の
月
で

時
80

間
超
と
な
っ
た
人
は
、

人
42

で
前
年
度
と
変
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。

組合は であい ふれあい たかめあい

長時間労働是正の前提は労働時間の正確な把握です

…出退勤時刻を正しく記録することを徹底しましょう

長年、長時間労働是正の運動にとりくんでいる日本労働

弁護団や過労死弁護団の弁護士の皆さんは、長時間労働是

正のとりくみの前提は労働時間の正確な把握であることを

繰り返し強調しています。県教委交渉でも、長時間労働の

是正がすすんでいるかどうかは、出退勤時刻調査で示され

る超勤時間の数値で判断します。

出退勤時刻調査について｢面倒｣とか｢ 80 時間超になると

管理職面接があるから調整して出している｣という話があり

ますが、出退勤時刻調査が教職員の長時間労働の実態を示

していなければ、長時間労働が是正されているのかどうか

の正しい評価もできません。長時間労働の是正のために、

そして、自分自身の労働実態の確認のためにも、毎月の出

退勤時刻調査は正しく記入し、未組合員の皆さんにも実態

どおりの記入をよびかけましょう。

長時間労働の深刻さは変わらず
－昨年度の出退勤時刻調査集計結果－

過労死ライン超えの月があった教職員
県立学校全体で３８．２％

全日制高校で ５６．１％

「

時
間
超
が

ヶ
月
以
上
連
続｣

は
、

80

2

全
日
制
普
通
・
工
業
・
商
業
で
は
悪
化

超
勤
の
主
な
理
由
は
、

｢

部
活
動｣

に
続
い
て｢

校
務
分
掌｣

｢

担
任
業
務｣

全
教
共
済
春
募
集

５
月
末
ま
で

新
採
者
な
ど
若
手
教
職
員
に

勧
め
ま
し
ょ
う

超勤が80時間超となった月が2ヶ月以上あった教職員で連続した月数ごとの人数

連続なし 2～5ヶ月連続 6･7ヶ月連続 8･9ヶ月連続 10･11ヶ月連続 12ヶ月連続 2ヶ月以上連続

県立学校 2016年 １５８ ７３０ １１４ ４４ ４１ ４２ 971(25.3％)

全体 2015年 １７４ ７３３ １０２ ５２ ５０ ４２ 979(25.2％)

全日制 2016年 ９５ ４５７ ８９ ３４ ３４ ２８ 642(48.6％)

普通 2015年 １１４ ４４７ ８１ ３９ ４０ ３２ 639(47.7％)

全日制 2016年 １１ ３８ ２ ２ １ ４ 47(20.8％)

農業 2015年 １０ ４４ ２ ２ ０ ３ 51(22.4％)

全日制 2016年 １４ １００ １５ ５ ３ ５ 128(34.0％)

工業 2015年 １３ ９１ ９ ８ ８ ４ 120(32.0％)

全日制 2016年 １２ ５６ ３ ０ ２ ２ 63(35.8％)

商業 2015年 １３ ４７ ５ １ ０ １ 54(30.0％)

全日制 2016年 ２３ ６９ ５ ３ １ ３ 81(24.6％)

総合 2015年 １３ ８７ ５ ２ ２ ２ 98(28.3％)

定時制 2016年 １ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ( 0 ％)

通信制 2015年 ３ ２ ０ ０ ０ ０ 2 (0.8％)

特別支援 2016年 ２ １０ ０ ０ ０ ０ 10 (0.9％)

学校 2015年 ８ １５ ０ ０ ０ ０ 15 (1.3％)

2016年度 高校生の就職内定実態調査（卒業時）

内定率97.4％（男子98.2％・女子96.1％）
長崎 2人に1人 県外に就職

全
教
と
全
国
私

教
連
は

月

日
、

5

8

「
２
０
１
６
年
度

高
校
生
の
就
職

内
定
実
態
調
査
（
卒

業
時
）」
の
結
果
を

記
者
発
表
し
ま
し

た
。

こ
の
調
査
は
、
全

教
と
全
国
私
教
連

が
全
国
の
構
成
組

織
を
通
じ
て
、
２

０
１
７
年

月
に

3

高
校
・
障
害
児
学

校
高
等
部
を
卒
業

し
た
生
徒
の
就
職

実
態
調
査
を
実
施

し
た
も
の
で
す
。

道
府
県

校
の

30

408

約

万
人
の
卒
業

7

生
の
就
職
希
望
者

約

万

千
人
に

2

2

つ
い
て
の
調
査
結

果
で
す
。

就
職
内
定
率
は

・

％
で
、
本

97

4

調
査
を
開
始
し
た

１
９
９
４
年
度
以

来
最
高
の
内
定
率

に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
教
育
現

場
か
ら
は
、
内
定

率
だ
け
で
は
伝
え

る
こ
と
が
で
き
な

い
内
定
取
消
、
求

人
取
消
、
面
接
で

の
違
法
質
問
、
自

衛
隊
の
ル
ー
ル
違

反
の
勧
誘
、
不
安

定
雇
用
な
ど
高
校

生
の
就
職
の
実
態

が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

定
時
制
・
通
信

制
課
程
の
内
定
率

・

％
と
や
や

87

3

低
く
、
就
職
も
進

学
も
し
な
か
っ
た

生
徒
の
率
が

・
16

％
（
全
体
で
は

2
％
）
と
高
い
問

2.3題
も
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

一
方
、
特
別
支

援
学
校
の
内
定
率

は

・

％
と
高

98

0

い
が
、
就
職
・
進

学
以
外
が

・
59

7

％
と
高
く
、
ま
た

不
安
定
雇
用
が
39

・

％
（
全
体
で

3
は

％
）
と
圧
倒

2.0
的
に
高
く
、
内
定

率
だ
け
で
実
態
を

見
る
の
は
困
難
で

す
。長

崎
県
は

校
5

(

就
職
希
望
者
の
合

計
数

人)

か
ら
調

566

査
結
果
が
集
約
さ

れ
、

・

％
の

99

6

内
定
率
で
し
た
。

し
か
し
、
男
子
の

・

％
、
全
体

54

9

で
は

・

％
が

44

9

県
外
企
業
に
内
定

し
、
佐
賀
県
に
次

い
で
県
外
就
職
が

高
い
こ
と
が
示
さ

れ
ま
し
た
。

県
内
企
業
の
成

長
発
展
、
そ
し
て

県
の
経
済
政
策
の

更
な
る
工
夫
、
地

方
活
性
化
さ
せ
る

国
の
政
策
の
転
換

の
必
要
性
を
強
く

感
じ
ま
す
。
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月

日
、
衆
院
法
務
委

に
一
般
の
人
は
対
象
に
は
な

し
か
し
、

5

19

員
会
で
テ
ロ
等
準
備
罪
法
案

ら
な
い
と
抗
弁
し
よ
う
と
も

ま
さ
に
今
そ

（
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
案)

結
局
、
一
般
人
が
ま
き
こ
ま

う
い
う
状
況

が
強
行
採
決
さ
れ
ま
し
た
。

れ
ま
す
。
モ
ノ
が
言
え
な
い

戦
前
の
治

に
な
ろ
う
と

そ
れ
に
抗
議
し
て
、
同
日

社
会
、
監
視
社
会
に
な
っ
て

安
維
持
法
で

し
て
い
る
。

夕
刻
に
、
戦
争
へ
の
道
を
許

し
ま
い
ま
す｣

と
指
摘
し
ま

は
、
条
文
を

い
つ
起
こ
っ

さ
な
い
！
な
が
さ
き
１
０
０

し
た
。

超
え
て
、
国

て
も
お
か
し

１
人
委
員
会
や
憲
法
改
悪
阻

そ
の
後
、
各
団
体
か
ら
リ

に
逆
ら
う
者
が
捜
査
の
対
象

く
な
い
状
況

止
長
崎
県
共
同
セ
ン
タ
ー
な

レ
ー
ト
ー
ク
が
行
わ
れ
ま
し

と
な
り
監
視
さ
れ
ま
し
た
。

に
さ
ら
さ
れ

ど
７
団
体
の
主
催
で
、
法
案

た
。
そ
の
中
か
ら
３
人
の
発

平
和
を
願
い
、
戦
争
に
反
対

て
い
る
。
こ

の
廃
案
を
求
め
る
集
会
が
長

言(

要
旨)

を
紹
介
し
ま
す
。

す
る
人
が
捕
ら
え
ら
れ
、
拷

こ
に
い
る
み

崎
市
浜
町
の
鉄
橋
で
開
か
れ

問
を
受
け
、
犠
牲
と
な
り
ま

な
さ
ん
は
邪

ま
し
た
。
約

人
の
市
民
が

し
た
。
そ
ん
な
怖
く
、
恐
ろ

魔
な
ん
だ
。

300

参
加
し
ま
し
た
。

し
い
社
会
に
戻
し
て
は
い
け

左
翼
は
失
せ

国
民
の
権
利
を
脅
か
し
、

ま
せ
ん
。

て
欲
し
い
と

国
家
の
監
視
下
に
お
い
て
い

(
｢

女
の
平
和

長
崎｣

の
方)

法
律
で
縛
る

in

い
の
で
し
ょ
う
か
。
誰
の
為

の
が
共
謀
罪

の
政
治
か
不
安
が
募
り
ま

法
案
だ
。
続

す
。
野
党
や
国
民
が
反
対
し

け
て
、
憲
法

て
い
る
の
に
、
曖
昧
な
ま
ま

そ
の
も
の
を

で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

改

悪

さ

れ

多
く
の
国
民
が
各
地
で
声

る
。
今
な
ら

を
上
げ
て
い
ま
す
、
長
崎
か

阻

止

で

き

ら
も
人
間
ら
し
い
声
を
上
げ

る
。
今
、
反

続
け
て
い
く
事
を
誓
い
ま

対
し
な
い
と

す
。

年
前
、
こ
こ
で
石
橋
政

あ
の
悲
惨
な

40

集
会
で
は
、
主
催
者
を
代

(

Ｎ-

Ｄ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
の
若
者)

嗣
さ
ん
が
市
民
に
呼
び
か
け

状
況
に
な
っ

表
し
て
、
井
田
洋
子
長
崎
大

た
。『
戦
前
回
帰
』
と
い
う
言

て
い
く
。

学
経
済
学
部
教
授
が
基
調
報

葉
が
甦
る
。
自
衛
隊
の
装
備

告
を
行
い
、｢

テ
ロ
等
準
備
罪
、

や
国
家
予
算
の
問
題
で
、
こ

組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
案

の
ま
ま
い
っ
た
ら
日
本
は
戦

は
、
現
代
の
治
安
維
持
法
で

前
に
戻
る
と
言
っ
て
い
た
。

す
。
全
体
と
し
て
監
視
国
家

心
に
は
残
っ
た
が
、
当
時
は

の
形
が
出
来
上
が
り
、
い
か

不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。

を
養
い
ま
し
た
。

な
さ
ん
を
巻
き
込
ん
で
、
福

ま
た
、
そ
の
場
で
総
合
共
済

く
声
か
け
を
続
け
て
、
組
合

転
入
さ
れ
た
先
生
と
同
じ

山
雅
治
の
「
ク
ス
ノ
キ
」
を

へ
の
加
入
が
実
現
す
る
と
い

の
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う

学
校
（
全
日
と
定
時
と
課
程

は
じ
め
と
し
て
３
曲
を
熱
唱

第

回
支
部
分
中
会
で
、

う
嬉
し
い
出
来
事
も
あ
り
ま

こ
と
を
や
っ
て
い
く
と
い
う

1

は
違
っ
て
い
ま
し
た
が)

に

し
ま
し
た
。

４
月
当
初
の
統
一
申
し
入
れ

し
た
。

決
意
表
明
も
あ
り
ま
し
た
。

月

日
の
午
後
「
採

会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

6
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月

日
、
メ
ー
デ
ー
佐

勤
務
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

分
会
で
も
な
か
な
か
集
ま

や
「
総
当
た
り
声
か
け
対
話

海
事
職
の
新
採
用
が
今
年

鳴
滝
通
信
分
会
で
も
、
転

用
試
験
対
策
学
習
会
」
を

一
人
で
も
多
く
の
先

5

1

世
保
集
会
を
高
教
組
が
中
心

昔
を
思
い
出
し
て
の
話
も
弾

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い

運
動
」
の
報
告
が
な
さ
れ
ま

度
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

入
者
に
組
合
加
入
の
声
か
け

計
画
し
て
い
ま
す
。
今
回

生
方
の
参
加
を
期
待
し

と
な
り
開
催
し
、
四
か
町
ア

み
ま
し
た
。

る
と
い
う
話
も
聞
き
ま
す

し
た
。

海
事
職
の
仲
間
に
よ
る
声
か

を
、

月
末
の
転
任
挨
拶
に

は
模
擬
授
業
を
み
ん
な
で

て
い
ま
す
。

3

ー
ケ
ー
ド
を
パ
レ
ー
ド
し
て

佐
商
分
会
の
井
野
口
先
生

が
、
こ
う
や
っ
て
集
ま
っ
て

長
崎
鶴
洋
分
会
で
は
統
一

け
で
新
し
い
仲
間
が
増
え
る

こ
ら
れ
た
と
き
と
、
新
年
度

見
て
、
意
見
交
換
を
行
う

な
お
、
午
前
中
に
は
、

労
働
組
合
運
動
を
ア
ピ
ー
ル

も
ウ
ク
レ
レ
を
持
参
し
て
参

み
る
と
、

申
入
書
に
加
え
て
３
項
目
を

だ
ろ
う
と
い
う
報
告
が
あ
り

に
な
っ
て
か
ら
行
っ
た
と
い

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

月
に
予
定
し
て
い
る

8

し
た
後
、
支
部
の
歓
迎
会
を

加
し
、
歓

「
集
ま
れ
ば
元
気
、
語
り

あ
げ
、
校
長
・
教
頭
と
交
渉

ま
し
た
。
一
方
で
、
昨
年
、

う
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
す

若
い
先
生
方
の
経
験
を

青
年
部
再
建
総
会
準
備

実
施
し
ま
し
た
。

迎
会
参
加

合
え
ば
勇
気
」

を
行
い
、
一
部
職
員
の
ロ
ッ

教
員
採
用
試
験
学
習
会
に
参

ぐ
に
加
入
届
の
提
出
と
は
な

採
用
試
験
受
験
者
に
伝
え

会
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

北
松
支
部
か
ら
異
動
し
た

の
仲
間
だ

と
い
う
言
葉
を
実
感
し
ま

カ
ー
設
置
に
つ
い
て
近
日
中

加
し
見
事
合
格
し
新
採
用
に

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て

青
年
部
組
合
員
あ
て
に

先
生
を
囲
ん
で
、
支
部
の
役

け

で

な

す
。

の
実
現
を
約
束
し
、
多
忙
化

な
っ
た
先
生
へ
の
勧
誘
を
行

実
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

い
ま
す
。
模
擬
授
業
の
後
、

案
内
を
送
付
し
ま
す
の

員
を
中
心
に

人
で
楽
し
い

く
、
お
店

（
濱
本
支
部
長
談
）

等
に
つ
い
て
努
力
を
継
続
す

っ
て
い
る
が
す
ぐ
に
は
成
果

す
。

し
ゃ
べ
り
場
と
夕
食
交
流

で
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

7

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
、
鋭
気

に
い
た
み

る
と
い
う
回
答
を
得
ま
し
た
。
が
出
て
い
な
い
が
、
粘
り
強

組合は であい ふれあい たかめあい

「共謀罪」法案の廃案を求める｢５・１９全国同時アクションながさき｣に300人

治安維持法を甦らせるな！
よ み が

法務大臣が説明できない共謀罪（テロ等準備罪）法案を強行採決

共謀罪法案の問題を指摘する井田教授

恐
ろ
し
い
社
会
に

戻
し
て
は
い
け
な
い

戦
前
回
帰
が
現
実
に戦争への道を許さ

ない！ ながさき

1001人委員会の方

「共謀罪」法案の強行採決に抗議する

安倍政権と自民・公明の与党は、日本維新の会とともに「共謀罪」法案を修正し、本日の衆

議院法務委員会において、野党の反対を押し切って採決を強行した。「共謀罪」法案は過去3回

廃案になっており、今回はテロ等準備罪、組織犯罪処罰法改正案と衣を変えたが本質は変わっ

ていない。

犯罪を計画した段階で処罰するため、捜査機関はその証拠を入手する手段として市民に対す

る盗聴やメールのチェックなどを日常的に行う恐れがあり、監視社会になってしまう。

対象となる犯罪は、676から277に絞り込んだというが、いったん法律が成立すれば政府の判

断でいくらでも拡大できる。そのことは、戦前の治安維持法が、共産党を取り締まるとの目的

で制定された後、宗教団体、学者、雑誌編集者などを処罰対象に拡大した歴史が証明している。

政府が今、「共謀罪」法案を無理やり成立させる狙いは、安保法制による戦争のできる体制

づくりや原発再稼働など、政府の施策に反対する団体や個人を一網打尽にすることである。国

会審議では、一般人が処罰の対象になるのかなど疑問は残されたままだ。法案の修正も取り調

べの可視化の検討などを付け加えたに過ぎず、問題の本質的な解決にはならない。にもかかわ

らず数の力で「共謀罪」法案を成立させることは断じて許されない。強く抗議する。

「共謀罪」法案と同様に看過できないのが安倍首相の憲法改正発言である。憲法9条1項、2

項を残したまま自衛隊を明記する条文を追加し、2020年に憲法「改正」を実現したいという。

この発言は、大臣や国会議員に憲法を守ることを義務付けた憲法99条に違反する。

安倍首相は国会で野党議員からこの重大発言の真意を問われたが、まともに答えず、自らの

考えを掲載した読売新聞を熟読して欲しいと言い放った。国会軽視、国民無視の横暴な態度で

ある。また、自民党に対し自分の提案に沿って国会での改憲論議を加速するよう指示した。

憲法9条は、先の戦争で多数の犠牲者を出した反省に立って戦争の放棄を謳ったものであり、

戦後72年間日本の平和を守ってきた。安倍首相がめざす憲法9条「改正」は日本を戦争に導く

ものであり、戦争と原爆で甚大な被害を被った被爆地の市民として心の底から抗議する。

２０１７年５月１９日

アベ政治を許さない！共謀罪絶対反対！

全国同時アクションながさき参加者一同

【
支
部
便
り
】

〔
佐
世
保
支
部
〕

〔
長
崎
支
部
〕

青
年
組
合
員
の
皆
さ
ん
、

月

日
本
部
へ
集
合

6
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長
崎
か
ら
人
間
ら
し
い
声

を
上
げ
続
け
る

(2) 第1635号 2017年5月15日(月) 長 崎 高 教 組 新 聞長 崎 高 教 組 新 聞 昭和35年8月11日第三種郵便物認可 毎月1日、15日発行


